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平成３０年における日本企業等への就職を目的とした在留資格「技術・人文知

識･国際業務」に係る在留資格認定証明書交付状況について

令和元年１０月

出入国在留管理庁

１ 概要（表１，図１，表２－１，図２－１）

平成３０年に，専門的な技術や知識等を活用して我が国の企業等に就職す

ることを目的として，在留資格「技術・人文知識・国際業務」に係る在留資

格認定証明書の交付を受けた外国人は４１，５１０人で，前年の３０，０６

５人と比較して１１，４４５人（３８．１％）増加した。

平成３０年に交付を受けた外国人を主な国籍・地域別内訳で見ると，

① ベトナム ９，９２７人（前年比 ４，９６２人，９９．９％増）

② 中 国 ８，２０９人（前年比 ２，０４７人，３３．２％増）

③ 韓 国 ４，６０６人（前年比 ８４０人，２２．３％増）

④ イ ン ド ３，３４１人（前年比 ７７９人，３０．４％増）

⑤ 台 湾 ２，３１６人（前年比 ６２８人，３７．２％増）

となっており，上位５か国について，いずれも，前年に比べ増加した。

（注）中国については，香港及びマカオを除く。以下同じ。

２ 国籍・地域別等内訳

在留資格「技術・人文知識・国際業務」に係る在留資格認定証明書の交付

を受けた４１，５１０人について，その国籍・地域別内訳，年齢・性別内訳

等は次のとおりである。

（１）国籍・地域（表２－１，２－２，図２－１，２－２）

主な国籍・地域別内訳では，ベトナムが９，９２７人で全体の２３．９

％と最も多く，次いで中国，韓国，インド，台湾の順となっている。

圏域別では，アジア諸国が３５，２１１人（８４．８％）と最も多く，

次いで北米諸国の２，７３３人（６．６％），ヨーロッパ諸国の２，５９
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２人（６．２％）の順となっている。

（２）年齢・性別（表３－１，３－２，３－３，図３－１，３－２，３－３，

３－４）

年齢別では，２０歳代（２７，０６４人，前年比７，８６５人 ４１．０％増）

と３０歳代（１１，２６９人，前年比２，９２９人 ３５．１％増）が中

心で，両者で全体の９２．３％を占めている。

性別では，男性が２８，９８０人，女性が１２，５３０人で，全体のう

ち男性が６９．８％，女性が３０．２％となっている。

（３）業種（表４－１，４－２，４－３，図４－１，４－２，４－３，）

就職先の業種を見ると，製造業１２，８２８人，非製造業３９，５３７人で，

非製造業の占める割合は７４．６％となっている。

ア 製造業

一般機械，電機，自動車，食品及び鉄鋼の５業種で５５．５％を占め

ている。

イ 非製造業

コンピュータ関連サービス，人材派遣，商業及び教育の４業種で６１．

８％を占めている。

（注）複数の項目にチェックがあったものは重複して計上しているた

め，交付人数と一致しない。

（４）職務内容（表５，図５）

職務内容別では，技術開発（情報処理分野）が９，４００人（１６．５

％），翻訳・通訳が７，７４６人（１３．６％），設計が５，６９８人（１

０．０％），技術開発（情報処理分野以外）が５，４６８人（９．６％）

と上位を占めている。

（注）複数の項目にチェックがあったものは重複して計上しているため，

交付人数と一致しない。
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（５）月額報酬（表６，図６）

就職先における月額報酬を見ると，２０万円以上３０万円未満が１

９，４２４人（４６．８％）と最も多くなっている。

（６）就職先企業等の年間売上額（表７，図７）

年間売上額別では，１億円超から１０億円以下の企業（１１，７８４人，

２８．４％）が最も多く，１億円を超える企業で全体の７７．５％を占め

ている。

（７）就職先企業等の従業員数（表８，図８）

従業員数別では，１人以上５０人未満の企業が１５，５０５人（３７．４％）

で最も多く，次いで１００人以上３００人未満の企業が６，２０５人（１

４．９％），２，０００人以上の企業が５，９５１人（１４．３％），の

順となっている。

（８）就職先企業等の所在地（表９，図９）

地方別では，関東地方の２５，０８７人（６０．４％），近畿地方の６，

２５４人（１５．１％），中部地方の５，１８２人（１２．５％）の順と

なっている。

都道府県別では，東京都が１８，５５７人（４４．７％），次いで大阪

府３，１７６人（７．７％），愛知県２，９０１人（７．０％）の順とな

っており，上位３都府県で全体の５９．３％を占めている。

（注１）統計数字の末尾で四捨五入したものは，その計が合計欄の数字と一

致しない場合がある。

（注２）申請書の記入漏れ等で計上できないものは，「不明」，「その他」に

計上している。




























